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税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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規
則
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税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

税
務
嘱
託
員
設
置
規
則
（
昭
和
四
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六
年
宮
城
県
規
則
第
三
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四
号
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の
一
部
を
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の
よ
う
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改
正
す
る
。
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を
削
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。
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。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

自
然
保
護
員
設
置
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則
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一
部
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を
こ
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に
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す
る
。
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宮
城
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知
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〇
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規
則
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二
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号
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自
然
保
護
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

自
然
保
護
員
設
置
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「（第

５
条
関
係

）」
を
「（第

４
条
関
係

）」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
（
表
）
及
び
様
式
第
三
号
中
「（第

８
条
関
係

）」
を
「（第

７
条
関
係

）」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
自
然
保
護
員
設
置
規
則
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
す
る
。

　
　
　
　

�

　
　
　
　

　

消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
三
十
号

　
　
　
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
号
中
「
連
絡
し
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
用
い
て
」
の
下
に
「
、
又
は
訪
問
し
て
、」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号

　

税
務
嘱
託
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

税
務
嘱
託
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
を
削
り
、
第
八
条
を
第
七
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
税
務
嘱
託
員
服
務
規
程
の
規
定
は
、
令
和
二

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号

　

自
然
保
護
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
自
然
保
護
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

自
然
保
護
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
と
す
る
。

　

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
自
然
保
護
員
服
務
規
程
の
規
定
は
、
令
和
二

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
�　

気
仙
沼
市
魚
町
一
丁
目
の
一
部
、
同
魚
町
二
丁
目
の
一
部
、
同
魚
町
三
丁
目
の
一
部
、
同
陣
山
、
同
太
田
一
丁
目
、

同
太
田
二
丁
目
の
一
部
、
同
入
沢
、
同
大
岩
井
山
の
一
部

五　

認
証
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
三
十
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

気
仙
沼
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　

気
仙
沼
市
沢
田
、
同
笹
が
陣

五　

認
証
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
一
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下「
要
綱
」と
い
う
。）

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
木
村
土
建

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
東
松
島
市
大
塩
字
五
台
二
十
三
番
地
二

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

木
村　

浩
章

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
東
松
島
市
大
塩
字
荻
窪
三
十
二
番
九

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　

�　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

三
百
号
）
第
七
条
第
七
号
）

　

�　

木
く
ず
又
は
が
れ
き
類
の
破
砕
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令

第
三
百
号
）
第
七
条
第
八
号
の
二
）

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず

五　

申
請
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

東
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
石
巻
保
健
所
）

　

２�　

縦
覧
期
間　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
二
十
五
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後

五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

令
和
三
年
二
月
八
日

　

２　

提
出
場
所　

東
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
石
巻
保
健
所
）

　

３�　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
二
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

玉
渕
医
院

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
上
町
一－

一－

五
十
四

令
和
二
年
二
月
一
日

槻
木
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
上
町
一－

一－

五
十
四

令
和
二
年
二
月
一
日

さ
く
ら
町
歯
科

石
巻
市
さ
く
ら
町
五
丁
目
七－

一

令
和
二
年
四
月
一
日

ア
イ
ン
薬
局
亘
理
山
元
店

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
合
戦
原
百
十
一－

二

令
和
二
年
四
月
一
日

ア
イ
ン
薬
局
亘
理
店

亘
理
郡
亘
理
町
字
上
茨
田
四－

九

令
和
二
年
四
月
一
日
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訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
豊

か
な
手

名
取
市
手
倉
田
字
堰
根
三
百
五
十
六

令
和
二
年
四
月
一
日

し
ろ
い
し
薬
局

白
石
市
沢
端
町
二
番
三
十
九
号

令
和
二
年
四
月
一
日

ア
イ
ン
薬
局
名
取
店

名
取
市
増
田
字
柳
田
六
番
地
の
一

令
和
二
年
四
月
一
日

ア
イ
ン
薬
局
名
取
増
田
店

名
取
市
増
田
字
柳
田
二
百
十－

一

令
和
二
年
四
月
一
日

プ
ロ
テ
ア
薬
局
た
い
と
み
店

富
谷
市
日
吉
台
二
丁
目
三
十
四－

二－

二

令
和
二
年
四
月
一
日

古
川
調
剤
薬
局
宮
崎
店

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
屋
敷
五
番
十
六－

五

令
和
二
年
四
月
一
日

仙
台
調
剤
薬
局
気
仙
沼
大
橋

店

気
仙
沼
市
内
の
脇
一
丁
目
六
番
十
五－

二
号

令
和
二
年
五
月
一
日

南
気
仙
沼
内
科
医
院

気
仙
沼
市
内
の
脇
一
丁
目
六
番
十
五
号
一

令
和
二
年
五
月
一
日

り
き
ま
る
歯
科

石
巻
市
鹿
又
字
道
的
前
百
十
五

令
和
二
年
五
月
七
日

ゆ
う
じ
ろ
う
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

登
米
市
中
田
町
石
森
字
駒
牽
四
百
三
番
の
五

令
和
二
年
五
月
一
日

歯
科
ヒ
ラ
イ

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東
二
丁
目
八－

二
十
二

令
和
二
年
四
月
一
日

増
田
調
剤
薬
局

名
取
市
増
田
二
丁
目
六－

十
五

令
和
二
年
三
月
二
十
五
日

た
い
わ
調
剤
薬
局

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
ま
ほ
ろ
ば
一
丁
目
七
番
地

の
八

令
和
二
年
六
月
一
日

東
塩
釜
調
剤
薬
局

塩
竈
市
藤
倉
三
丁
目
六－

一

令
和
二
年
六
月
一
日

明
石
台
こ
ど
も
歯
科
・
大
人

歯
科

富
谷
市
明
石
台
五
丁
目
三
十
四
番
十
八
号

令
和
二
年
五
月
一
日

あ
か
ま
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
沼
市
桜
二－

四－

一

令
和
二
年
六
月
一
日

お
の
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

栗
原
市
若
柳
川
南
堤
通
十
九－

一

令
和
二
年
七
月
一
日

鳴
子
調
剤
薬
局

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
末
沢
西
十
一－

十
七

令
和
二
年
七
月
一
日

お
や
ま
薬
局
２
号
店

岩
沼
市
桜
二－

四－

一－

一

令
和
二
年
六
月
一
日

す
ず
む
ら
眼
科

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
二
丁
目
六
番
地
の
五

令
和
二
年
四
月
二
十
七
日

古
川
調
剤
薬
局
駅
東
店

大
崎
市
古
川
駅
南
一
丁
目
十

令
和
二
年
六
月
一
日

松
村
ク
リ
ニ
ッ
ク

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
道
合
三
十
七
番
地

令
和
二
年
四
月
十
六
日

た
い
と
み
胃
腸
内
科
医
院

富
谷
市
日
吉
台
二
丁
目
三
十
四－

二－

一

令
和
二
年
五
月
一
日

た
つ
み
の
風
訪
問
看
護
ス
テ�

ー
シ
ョ
ン

大
崎
市
古
川
江
合
寿
町
一
丁
目
五
番
地
十
二

令
和
二
年
二
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
三
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

廃
止
年
月
日

玉
渕
医
院

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
上
町
一－

一－

五
十
八

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

槻
木
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

柴
田
郡
柴
田
町
槻
木
上
町
一－

一－

五
十
八

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

エ
ル
ム
調
剤
薬
局
亘
理
店

亘
理
郡
亘
理
町
字
上
茨
田
四－

九

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

パ
ー
ム
薬
局
山
元
店

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
合
戦
原
百
十
一－

二

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

エ
ル
ム
調
剤
薬
局

名
取
市
増
田
字
柳
田
六－

一

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

あ
お
い
調
剤
薬
局

名
取
市
増
田
字
柳
田
二
百
十－

一

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

古
川
調
剤
薬
局
宮
崎
店

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
屋
敷
五－

十
六－

一

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

サ
ン
フ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ウ
ラ

歯
科

多
賀
城
市
下
馬
三－

二
十
一－

十
八

令
和
二
年
二
月
十
五
日

木
村
医
院

石
巻
市
成
田
字
小
塚
百
三
十
二－

一

令
和
二
年
三
月
六
日

歯
科
ヒ
ラ
イ

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東
二
丁
目
八－

二
十
二

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日



（5）　令和２年12月25日　金曜日 第167号宮　　城　　県　　公　　報

有
限
会
社
増
田
調
剤
薬
局

名
取
市
増
田
二－

六－

十
五

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

た
い
わ
調
剤
薬
局

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
ま
ほ
ろ
ば
一－

七－

八

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

医
療
法
人
社
団
桜
・
秋
桜
会

さ
く
ら
の
杜
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

富
谷
市
明
石
台
五
丁
目
一
番
十
七
号

令
和
二
年
四
月
三
十
日

鳴
子
調
剤
薬
局

大
崎
市
鳴
子
温
泉
字
末
沢
西
十
一－

十
七

令
和
二
年
六
月
三
十
日

鈴
村
眼
科

名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
五
丁
目
三
番
地
一
イ
オ

ン
モ
ー
ル
名
取
エ
ア
リ
一
階

令
和
二
年
四
月
二
十
六
日

古
川
調
剤
薬
局
駅
南
店

大
崎
市
古
川
駅
南
一－

十
六

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

古
川
調
剤
薬
局
駅
東
店

大
崎
市
古
川
駅
南
一－

十

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

松
村
ク
リ
ニ
ッ
ク

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
道
合
七
十

令
和
二
年
四
月
十
五
日

ク
オ
ー
ル
薬
局
米
山
店

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
大
又
二－
一

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

や
ま
も
と
調
剤
薬
局

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
合
戦
原
七
十
二－

三
十

五

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

医
療
法
人
順
生
会
片
山
内
科

胃
腸
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

栗
原
市
金
成
沢
辺
木
戸
口
二
十
八－

四

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

大
久
保
医
院

大
崎
市
田
尻
字
町
百
八
十
五

令
和
二
年
五
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
介
護
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

通
所
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ほ
ほ
え
み
ケ
ア

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
鈴
木
堀
五
十
九－

四

株
式
会
社
笑
美

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
鈴
木
堀
五
十
九－

四

令
和
二
年
七
月
十
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

立
中　

泰
輔

た
て
な
か
接
骨
院

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
頭
無
百
六
十
四－

三

令
和
二
年
六
月

十
九
日

玉
手　

圭
祐

た
ま
て
鍼
灸
接
骨
院

岩
沼
市
た
け
く
ま
二－

一－

九

令
和
二
年
四
月

一
日

相
澤　

啓
介

相
澤
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
治
療
院

塩
竈
市
玉
川
一－

三－

二
十
八

令
和
二
年
三
月

六
日

小
畑　

貴
生

接
骨
院
り
ぶ
ら

宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
台
二－

二
十
八－

二

令
和
二
年
三
月

六
日

滝
澤　

慎

り
ふ
訪
問
マ
ッ
サ
ー
ジ

宮
城
郡
利
府
町
中
央
二－

十－

八－

二
百
二

令
和
二
年
三
月

十
八
日

市
ノ
渡　

美

花

接
骨
院
か
と
う
利
府
院

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
百
一－

二
十

二－

三

令
和
二
年
七
月

二
十
九
日

二　

居
宅
介
護
支
援

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ほ
ほ
え
み
ケ
ア

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
鈴
木
堀
五
十
九－

四

株
式
会
社
笑
美

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
鈴
木
堀
五
十
九－

四

令
和
二
年
七
月
十
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
原
っ
ぱ

黒
川
郡
大
和
町
松
坂
平
二
丁
目
五－

二

一
般
社
団
法
人
宮
原
福
祉
会

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
字
御
堂
平
三
十
八

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

三　

介
護
予
防
支
援

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
原
っ
ぱ

黒
川
郡
大
和
町
松
坂
平
二
丁
目
五－

二

一
般
社
団
法
人
宮
原
福
祉
会

仙
台
市
太
白
区
鈎
取
字
御
堂
平
三
十
八

令
和
二
年
四
月
二
十
八
日

四　

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ケ
ア
ホ
ー
ム
さ
く
ら
の
杜

柴
田
郡
大
河
原
町
字
広
表
三
十
三
番
地
六

医
療
法
人
社
団
清
山
会

仙
台
市
泉
区
松
森
字
下
町
八－

一

令
和
二
年
四
月
十
三
日

五　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

事　

業　

所　

の　

名　

称

事　

業　

所　

の　

所　

在　

地

申
請
者
の
名
称

申　

請　

者　

の　

所　

在　

地

指
定
年
月
日

ケ
ア
ホ
ー
ム
さ
く
ら
の
杜

柴
田
郡
大
河
原
町
字
広
表
三
十
三
番
地
六

医
療
法
人
社
団
清
山
会

仙
台
市
泉
区
松
森
字
下
町
八－

一

令
和
二
年
四
月
十
三
日
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橘　

浩
太

接
骨
院
か
と
う
利
府
院

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
百
一－

二
十

二－

三

令
和
二
年
七
月

二
十
九
日

小
松　

優
吾

接
骨
院
か
と
う
利
府
院

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
百
一－

二
十

二－

三

令
和
二
年
七
月

二
十
九
日

佐
藤　

龍
輝

接
骨
院
か
と
う
利
府
院

宮
城
郡
利
府
町
利
府
字
新
揺
橋
百
一－

二
十

二－

三

令
和
二
年
七
月

二
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

宮
城
県
さ
く
ら
ハ
イ
ツ
及
び
宮
城
県
コ
ス
モ
ス
ハ
ウ
ス

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
福
祉
事
業
協
会

　
　

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
台
二
丁
目
十
五
番
二
十
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

宮
城
県
啓
佑
学
園
及
び
宮
城
県
第
二
啓
佑
学
園

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
八
号
　

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

宮
城
県
船
形
の
郷

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
七
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

宮
城
県
七
ツ
森
希
望
の
家

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

社
会
福
祉
法
人
宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日
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〇
四
一
二
七
〇
〇
七
一
八

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
颯　

杜
の
丘

黒
川
郡
大
和
町
杜
の
丘

二
丁
目
十
六
番
三
号

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

株
式
会
社
颯

令
和
二
年
九
月

三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
九
条
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
消
毒
方
法
の
実
施

を
命
ず
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

実
施
の
目
的

　
　

本
県
内
に
お
け
る
緊
急
的
な
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の
予
防

二　

実
施
す
る
区
域

　

�　

本
県
内
全
域
の
百
羽
以
上
の
飼
養
鶏
農
場
及
び
そ
の
他
家
畜
防
疫
員
が
必
要
と
認
め
る
飼
養
鶏
農
場
。
た
だ
し
、

消
石
灰
に
よ
る
消
毒
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
る
消
毒
を
自
ら
行
う
農
場
は
除
く
。

三　

実
施
の
期
日

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

消
毒
方
法

　
　

消
石
灰
等
の
農
場
内
（
鶏
舎
周
囲
及
び
農
場
外
縁
部
）
散
布

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
歌
津
支

所
の
地
区

の
う
ち
寄

木
の
区
域
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
二
年
十
二

月
十
六
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

寄
木
五
十
三－

六
十
四

畠
山　

浩

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

寄
木
百
三－

三

畠
山　

英
市

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

三
人

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
歌
津
支

所
の
地
区

の
う
ち
菅

の
浜
、
館

浜
、
板
橋

及
び
港
の

区
域
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
二
年
十
二

月
十
六
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

菅
の
浜
百
五
十
二－

一

三
浦　

幸
哉

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

板
橋
百
三
十－

五

千
葉　

初

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
人

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
歌
津
支

所
の
地
区

の
う
ち
尾

崎
の
区
域
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
二
年
十
二

月
十
六
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

尾
崎
百
八

岩
石　

善
次

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

尾
崎
七
十
三－

二

及
川　

孝

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
人

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
歌
津
支

所
の
地
区

の
う
ち
小

沼
及
び
馬

場
の
区
域
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
二
年
十
二

月
十
六
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

小
沼
三
十
八－

一

及
川　

一
志

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

小
沼
十
六－

一

及
川　

章
久

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

四
人

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
歌
津
支

所
の
地
区

の
う
ち
中

山
、
小
長

柴
及
び
名

足
の
区
域
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
二
年
十
二

月
十
六
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

名
足
八
十－

一

三
浦　

佐
重
喜

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字

名
足
百
七－

二

三
浦　

正
博

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

二
人

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
志
津
川

支
所
の
地

区
の
う
ち

戸
倉
出
張

所
の
区
域
）

小
型
合
併
漁
業

令
和
二
年
十
二

月
十
六
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

太
田
八

星　

勇

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字

寺
浜
八
十
六－

六

阿
部　

優

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

六
人

南
三
陸
町

区
域
（
宮

城
県
漁
業

協
同
組
合

の
志
津
川

支
所
の
地

区
）

小
型
合
併
漁
業

及
び
総
ト
ン
数

二
十
ト
ン
未
満

の
漁
船
に
よ
り

行
う
漁
業
で
あ�
っ
て
、
船
び
き

網
若
し
く
は
す

く
い
網
を
使
用

令
和
二
年
十
二

月
十
六
日

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
平
磯
百
六

佐
藤　

正
一

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川

字
権
現
六
十
六－

一

阿
部　

実

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

六
人
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し
て
い
さ
だ
を

と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁

業
、
敷
網
を
使

用
し
て
小
女
子

を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
漁

業
又
は
こ
れ
ら

を
併
せ
営
む
漁

業

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

七
十
四
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
雄
勝

町
東
部
支
所
の

地
区

令
和
二
年
十
二

月
十
六
日

石
巻
市
雄
勝
町
桑
浜
字
桑

浜
五
十
三－

三

永
沼　

清
徳

石
巻
市
雄
勝
町
船
越
字
荒

五
十
八－

五

髙
橋　

陽
一

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
貝

養
殖
業

二
人

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

小
鯖
漁
港
の
指
定
施
設
（
小
鯖
護
岸
横
泊
地
）

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
五
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

鮪
立
漁
港
の
指
定
施
設

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

波
路
上
漁
港
の
指
定
施
設
（
七
半
沢
防
波
堤
横
泊
地
及
び
内
沼
防
波
堤
横
泊
地
）

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
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�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　

�　

浦
の
浜
漁
港
の
指
定
施
設
（
田
尻
防
波
堤
横
泊
地
、
磯
草
Ｂ
防
波
堤
横
泊
地
、
浦
の
浜
桟
橋
横
泊
地
①
及
び
浦
の

浜
桟
橋
横
泊
地
③
）

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　

�　

志
津
川
漁
港
の
指
定
施
設
（
林
防
波
堤
横
泊
地
、
南
防
波
堤
横
泊
地
、
大
森
護
岸
横
泊
地
及
び
大
森
防
波
堤
横
泊

地
②
）

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
八
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

桃
ノ
浦
漁
港
の
指
定
施
設

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

　
　

石
巻
市
開
成
一
番
二
十
七

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

�　

仙
台
市
若
林
区
井
土
字
須
賀
三
の
一
・
三
の
二
・
三
の
三
・
三
の
九
・
三
の
一
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
の
一
〇

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

飛
砂
の
防
備

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

二
１　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

�　

仙
台
市
若
林
区
井
土
字
須
賀
三
の
一
・
三
の
二
・
三
の
三
・
三
の
九
・
三
の
一
一
（
以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
の
一
〇

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
竹
浦
字
鮑
古
一
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
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二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
女
川
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

泊
崎
半
島
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
七
〇
番
二

地
先
か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
管
の
浜
二
九
番
六
地
先
ま

で

前
Ａ
　

七
・
一
～

�

二
四
・
八

�

一
七
五
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

Ｂ

一
〇
・
二
～

�

三
一
・
一

�

一
八
〇
・
〇

後
Ｂ

一
〇
・
二
～

�

三
一
・
一

�

一
八
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

大
衡
仙
台
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
四
辻
二
三
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
宮
床
字
四
辻
三
三
番
二
地
先
ま
で

前

二
八
・
一
～

�

六
六
・
二

�

一
五
二
・
六

後

二
八
・
一
～

�

六
六
・
二

�

一
五
二
・
六

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

四
五
七
号

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
山
田
中
四
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
宮
床
字
山
田
下
一
四
番
三
地
先
ま
で

令
和
二
年

十
二
月
二
十
五
日

午
後
三
時

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

利
府
松
山
線

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
新
砂
押
一
五
九
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
粕
川
字
土
手
北
二
七
四
番
地
先
ま
で

令
和
二
年

十
二
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
六
号



第167号　令和２年12月25日　金曜日 （12）宮　　城　　県　　公　　報
　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙

沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

泊
崎
半
島
線

本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
字
管
の
浜
七
〇
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
歌
津
字
管
の
浜
二
九
番
六
地
先
ま
で

令
和
二
年

十
二
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

大
衡
仙
台
線

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
山
田
下
一
五
番
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
宮
床
字
四
辻
四
六
番
一
地
先
ま
で

令
和
二
年

十
二
月
二
十
五
日

午
後
三
時

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
八
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理
事

業
の
規
準
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

利
府
町
新
太
子
堂
南
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
十
六
番
十
号

三　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

施
行
者
の
名
称

　
　

（
変
更
前
）
積
和
不
動
産
東
北
株
式
会
社

　
　

（
変
更
後
）
積
水
ハ
ウ
ス
不
動
産
東
北
株
式
会
社

　
　

施
行
地
区

　
　

（
変
更
前
）
宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
新
町
浦
、
森
郷
字
仲
町
浦
の
各
一
部

　
　

（
変
更
後
）
宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
新
町
浦
、
森
郷
字
仲
町
浦
、
森
郷
字
新
太
子
堂
の
各
一
部

五　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
九
十
九
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

利
府
町
新
太
子
堂
南
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
十
六
番
十
号

三　

施
行
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
一
月
二
十
七
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

施
行
者
の
名
称

　
　

（
変
更
前
）
積
和
不
動
産
東
北
株
式
会
社

　
　

（
変
更
後
）
積
水
ハ
ウ
ス
不
動
産
東
北
株
式
会
社

　
　

施
行
地
区

　
　

（
変
更
前
）
宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
新
町
浦
、
森
郷
字
仲
町
浦
の
各
一
部

　
　

（
変
更
後
）
宮
城
郡
利
府
町
森
郷
字
新
町
浦
、
森
郷
字
仲
町
浦
、
森
郷
字
新
太
子
堂
の
各
一
部

五　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
二
月
十
八
日
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〇
宮
城
県
告
示
第
千
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
事
業
大
曲
浜
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

東
松
島
市

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

東
松
島
市
矢
本
字
上
河
戸
三
十
六
番
地
一

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
二
年
十
一
月
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
金
洗
堰
土
地
改
良
区

役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

山　
　

口　
　

浩　
　

徳　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
十
二
月
四
日

佐
々
木　

金　

彌

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
尾
西
四
十
番
地
二

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
四
日

早　

坂　
　
　

享

加
美
郡
色
麻
町
大
字
上
本
町
四
十
六
番
地

一

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
四
日

浦　

山　

太　

吉

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
北
四
十
四
番

地
十
五

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
四
日

早　

坂　

豊　

弘

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
座
府
六
十
二
番
地

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
四
日

渡　

邉　

善
之
助

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
四
反
田
四
十
番
地

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
四
日

遠　

藤　

秀　

悦

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
松
本
三
十
四
番
地

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
四
日

横　

橋　

幸　

一

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
平
林
九
十
二
番
地

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
四
日

高　

橋　

三　

夫

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
本
町
三
十
六
番
地

五

理　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
十
二
月
三
日

佐
々
木　

金　

彌

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
尾
西
四
十
番
地
二

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
三
日

早　

坂　
　
　

享

加
美
郡
色
麻
町
大
字
上
本
町
四
十
六
番
地

一

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
三
日

浦　

山　

太　

吉

加
美
郡
色
麻
町
大
字
下
新
町
北
四
十
四
番

地
十
五

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
三
日

早　

坂　

豊　

弘

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
座
府
六
十
二
番
地

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
三
日

渡　

邉　

善
之
助

黒
川
郡
大
衡
村
大
瓜
字
四
反
田
四
十
番
地

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
三
日

遠　

藤　

秀　

悦

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
松
本
三
十
四
番
地

理　

事

令
和
二
年
十
二
月
三
日

横　

橋　

幸　

一

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
平
林
九
十
二
番
地

理　

事

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
下
四
十
四
番
二
の
一
部
、

四
十
五
番
三
の
一
部
、
四
十
五
番
七
の
一
部
、
四
十
五
番

八
、
百
四
番
の
一
部
、
百
五
番
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
錦
ケ
丘
七
丁
目
三
番
地
の
一

�

岩
間　

英
明　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工
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区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
岩
口
下
四
十
四
番
二
の
一
部
、

四
十
五
番
三
の
一
部
、
四
十
五
番
七
の
一
部
、
百
四
番
の

一
部
、
百
五
番
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
錦
ケ
丘
七
丁
目
三
番
地
の
一

�

岩
間　

英
明　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

多
賀
城
市
栄
三
丁
目
十
三
番
一
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
宮
城
野
区
萩
野
町
三
丁
目
八
番
地
の
十
九
京
急

プ
ラ
ザ
６
０
３

�
株
式
会
社
カ
ネ
ミ
ヤ　
　
　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
利
府
町
葉
山
一
丁
目
四
十
九
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
古
屋
敷
五
十
一
番
地
の
三

�

成
和
産
業
株
式
会
社　
　
　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
警
察
人
事
管
理
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

令
和
二
年
十
一
月
二
十
五
日

四�　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
本
電
気
株
式
会
社
東
北
支
社　

仙
台
市
青
葉
区
中

央
四
丁
目
六
番
一
号

五　

契
約
金
額　

六
千
五
百
四
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七�　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
告
示
第
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

仙
塩
流
域
下
水
道

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
等

　

１　

名
称

　
　
　

み
や
ぎ
流
域
下
水
道
施
設
管
理
運
営
共
同
事
業
体

　

２　

構
成
員
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

一
般
財
団
法
人
宮
城
県
下
水
道
公
社　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
十
七
号

　
　
　

株
式
会
社
ウ
ォ
ー
タ
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー　

東
京
都
新
宿
区
東
五
軒
町
三
番
二
十
五
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
企
業
局
告
示
第
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
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�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

阿
武
隈
川
下
流
流
域
下
水
道

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

水
ｉ
ｎ
ｇ
Ａ
Ｍ
株
式
会
社

　
　

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
七
番
十
八
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
企
業
局
告
示
第
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
管
理
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
及
び
吉
田
川
流
域
下
水
道

二　

指
定
し
た
団
体
の
名
称
等

　

１　

名
称

　
　
　

み
や
ぎ
流
域
下
水
道
施
設
管
理
運
営
共
同
事
業
体

　

２　

構
成
員
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

一
般
財
団
法
人
宮
城
県
下
水
道
公
社　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
十
七
号

　
　
　

株
式
会
社
ウ
ォ
ー
タ
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー　

東
京
都
新
宿
区
東
五
軒
町
三
番
二
十
五
号

三　

指
定
の
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で


